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１．設置の目的 

志免町、宇美町、須恵町、粕屋町、篠栗町の消費生活に関する各種情報の収集・提供

及び消費者相談・苦情の適切な処理を実施し、消費者被害の防止・救済と消費者意識

の向上を図ることにより消費者としての自立を支援し、もって町民の安全で安心でき

る消費者生活の実現に寄与する。 

２．沿 革 

○平成 24 年 6 月に志免町が毎週火曜・金曜日、相談窓口を開設 

○平成 25 年 4 月に宇美町が毎週月曜・木曜日、相談窓口を開設 

○平成 26 年 4 月に須恵町が広域参加（中心市集約方式）となり、月曜・火曜・水曜 

・木曜・金曜日の実質 5 日の相談窓口を開設 

○平成 27 年 4 月 1 日、志免町地域安全安心センター2 階に 

「かすや中南部広域消費生活センター」開設 

  中部：粕屋町・篠栗町 

  南部：志免町・宇美町・須恵町 

３．機構・事務分掌及び職員数 

（１）機構 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

須 恵 町  

宇 美 町 

篠栗町 産業観光課 商工観光係 

TEL:092-947-1217

志 免 町  

粕 屋 町  

篠 栗 町  

志免町 生活安全課 安全安心係 

TEL:092-935-1181 

 

宇美町 危機管理課 防災防犯係 

TEL:092-933-5500   

 

粕屋町 地域振興課 地域振興係 

TEL:092-938-0194  

須恵町 地域振興課 産業振興係 

TEL:092-932-1438  

 

かすや中南部広域消費生活センター 

『志免町地域安全安心センター』 

（１階：粕屋警察署志免交番） （2 階：消費生活センター） 

tel:092-947-1217
tel:092-947-1217
tel:092-947-1217
tel:092-947-1217
tel:092-935-1181
tel:092-933-5500　
tel:092-938-0194(直通)1
tel:092-932-1438(直通)
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① 職員数 計 8名              

  センター長 1名 消費生活相談員 6名 事務員 1名 

② 相談業務時間     10：00～15：30  

          

③ 出張相談 

・宇美町：毎週水曜日   10：00～15：30 

・須恵町：第 2・4月曜日 10：00～12：00 

・篠栗町：第 2・4金曜日 10：00～14：30 

（※令和２年度より出張相談は宇美町の毎週火曜日のみ開設） 

 

④ 各町の人口（令和 2年 3月末 現在） 

町 名 人   口(人） 

志免町 46,407 

宇美町 37,295 

須恵町 28,666 

粕屋町 47,938 

篠栗町 31,496 

計 191,802 

 

（２）事務分掌 

・消費生活にかかる相談および苦情の処理に関すること。 

・消費生活にかかる知識の普及及び情報の提供に関すること。 

・その他消費生活の安定及び向上に関すること。 

４．施設の概要 

（１）所在地  

福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目１０番１０号 

（志免町地域安全安心センター２階） 

TEL:０９２-９３６－１５９７ 

TEL:０９２-９３６－１５９４〈相談受付〉 

FAX:０９２-９３６－１６１０ 

 

 

 

2 階ロビー 



3 

 

（２）施設形態  

志免町地域安全安心センター内 

『２階：かすや中南部広域消費生活センター 』 

※1階は粕屋警察署志免交番 

 

（３）開館時間等  

（※令和２年度より開館時間は 9 時から午後 5 時まで） 

開館時間      午前８時３０分から午後５時まで 

相談受付時間  午前１０時００分から午後３時３０分まで 

休館日        土曜・日曜日、祝日、 １２月２９日から１月３日 

 

（４）面   積   

施設総面積    １５８．００㎡（２階センター部分） 

センター事務室            ５１．０５㎡ 

相 談 室 １              ６．１６㎡ 

相 談 室 ２             ６．０４㎡ 

会 議 室              ３１．６７㎡ 

ホ ー ル               ２１．４２㎡ 

その他（更衣室・トイレ・倉庫他）     ４１．６６㎡ 

◇配置図（志免町地域安全安心センター2 階） 

 

 

相談室 

受付カウンター 
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消費者を取り巻く環境は、高度情報化の進展と同時にグローバル化さらには新型コ

ロナウイルス感染症の拡大など、消費生活と経済社会との関わりが多様化・複雑化す

るのに伴い、消費者被害も多様化・複雑化が進んでいます。 

 

令和元年度の相談受付件数は、昨年度より 165件増加し 1,060件でした。月平均約

88件の相談が寄せられ、そのほとんどが契約に関する相談でした。平成 27年度の消

費生活センター開設以降、5年間の累計件数は 4,692件となりました。 

 

相談内容は、20歳代から 70歳代の各年代でメールによるワンクリック請求、オン

ラインゲーム、アダルト情報サイトといったインターネット有料サイト関連の『デジ

タルコンテンツ』についての相談が最も多く、次に、はがき等による架空請求等の相

談を含む『商品一般』が続きました。「架空請求」については 2015年度から 2018年度

にかけて増加傾向で、2018年度は 80件を超えていましたが 2019年度は 50件ほどと

大幅に減少しました。定期購入などのトラブルがみられる「健康食品」「化粧品」、ラ

グビーワールドカップ等のチケット転売トラブルがみられた「スポーツ観戦」、「訪問

販売」「電話勧誘販売」による電力会社切り替え等のトラブルにおいて相談件数の増加

が目立ちました。 

 また、不動産貸借に関する相談は 30歳代から 70歳代で敷金返金や原状回復費等に

ついての相談が多く寄せられました。 

 

相談者への助言、自主交渉では解決が難しいと思われる事例については、センター

があっせんを行いましたが、話し合いの調整に長期間を要した難しいケースもあり、

センター内で月 2回開催される法律相談で弁護士の助言を受けるなどして解決を図り

ました。法律相談については 88件の利用がありました。 

 

センターでは複雑化、巧妙化する悪質商法の被害を未然に防止し、また拡大を防止

するために、地域、行政、県弁護士会などと連携し、5町の各地域や、小中学校にお

いて消費生活センター相談窓口の周知活動をあわせた出前講座を 51回開催しました。

受講者数は 2,199人でした。また、各町のホームページや広報紙に最新の悪質商法や

インターネットトラブルの事例などを掲載し、消費者教育や啓発を行いました。 

 

法関係については、民法改正により、令和 4年４月から成年年齢が 18歳に引き下げ

られることとなっており、若者の消費者被害の拡大が懸念されます。現行法では、20

歳になるまでの契約では未成年者取消権が認められており、未成年者が法定代理人の

同意を得ずに行った契約は、原則として取り消すことができますが、その年齢が 18歳



5 

 

に引き下げられることにより、成年となる 18歳・19歳の若者は、未成年者取消権を

行使できなくなります。 

消費生活相談は、20歳を超えると増加する傾向にあり、成年となったばかりの社会

経験が少ない若者が狙われる悪質商法の被害が拡大する恐れがあります。 

今後、学校教育での消費者教育や消費者契約法の改正、ホットライン（188） 

の周知等、環境整備の取組み強化が重要になると思われます。 
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１．相談件数等     

（１） 相談種別 

「苦情」は強引な勧誘や問題のある販売方法など、何らかの『消費者苦情』が発生し

ている相談、「問合せ」は買物相談や生活知識、売り手の立場での事業者からの相談な

どです。架空請求に関する相談は減少しましたが、相談件数は大幅に増加しました。 

表１ 

区 分 
平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 

苦 情 868 95.2  839 93.7  1002 94.5  

問合せ 44 4.8  56 6.3  58 5.5  

要 望 0 0.0  0 0.0  0 0.0  

計 912 100.0  895 100.0  1060 100.0  

 

 

 

 

 

868
839

1002

44
56

58

0
0

0

912
895

1060

700

900

1100

平成29年度 平成30年度 令和元年度

相談受付数の推移

苦情 問合せ 要望 計

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

図 1 相談受付件数の推移 
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★ 町別相談種別内訳の推移 

表 2 

  志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

29年度 

苦 情 266 144 137 183 100 38 868 

問合せ 19 8 3 5 4 5 44 

計 285 152 140 188 104 43 912 

30年度 

苦 情 256 174 121 159 108 21 839 

問合せ 21 6 8 9 6 6 56 

計 277 180 129 168 114 27 895 

令和 

元年度 

苦 情 281 191 155 232 110 33 1002 

問合せ 19 10 7 11 5 6 58 

計 300 201 162 243 115 39 1060 
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0

50
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200

250

300

350

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

令和元年度町別相談種別内訳

苦情 問合せ 計

（※その他・・・5 町以外からの相談） 

図 2 町別相談種別内訳 
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（２） 相談方法  

全体の 6.5割近くが電話相談でしたが、来所による相談も大幅に増加しました。電

話の後に面談した場合は来所としています。文書による相談は 3件ありました。 

表 3 

相談方法 件 数 構成比（％） 

電 話 691 65.2 

来 訪 366 34.5 

文 書 3 0.3 

計 1060 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※相談者で集計） 

図 3 相談方法割合（全体） 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

電 話

65.2%

来 訪

34.5%

文 書

0.3%

相談方法割合（全体）

電 話 来 訪 文 書
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★町別相談窓口利用状況内訳 

 

 
 志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

電 話 170 134 98 179 84 26 691 

来 所 130 67 64 64 31 10 366 

文 書 0 0 0 0 0 3 3 

計 300 201 162 243 115 39 1060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

134
98

179

84

26

130

67

64
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31

10

3

300

201

162

243

115

39

0

50

100

150

200

250

300

350

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

町別相談窓口利用状況内訳

電 話 来 所 文 書 計

図 4 町別相談窓口利用状況内訳 

（※ 相談者で集計） 表 4 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

志免町 17 20 25 33 16 16 37 31 32 29 24 20 300 

宇美町 8 16 18 21 14 14 19 15 19 20 19 18 201 

須恵町 5 8 9 11 13 16 19 22 17 13 17 12 162 

粕屋町 7 23 19 37 23 18 22 12 24 21 21 16 243 

篠栗町 6 9 9 4 8 13 15 9 18 10 9 5 115 

その他・不明 1 3 2 2 1 5 2 8 4 3 5 3 39 

計 44 79 82 108 75 82 114 97 114 96 95 74 1060 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月別・町別相談件数割合

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他・

不明

計

（※ その他・・・5 町以外からの相談） 

図 5 月別・町別相談件数割合 

表 5 月別・町別相談件数 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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２．契約当事者の属性等 

（１） 契約当事者年代別の件数と割合 

60歳以上の相談が 383件と全体の 36.1％を占め、80歳以上の方が契約者となる相談

が大幅に増加しました。件数では 40歳代の相談が一番多く、次に 70歳代、60歳代の

順となっています。 

 

 

  平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

20歳未満 12 1.3  23 2.6  47 4.4  

20歳代 90 9.9  87 9.7  122 11.5  

30歳代 122 13.4  100 11.2  125 11.8  

40歳代 134 14.7  136 15.2  169 15.9  

50歳代 125 13.7  106 11.8  133 12.6  

60歳代 195 21.4  159 17.8  139 13.1  

70歳代 119 13.0  146 16.3  144 13.6  

80歳以上 53 5.8  77 8.6  100 9.4  

無回答 62 6.8  61 6.8  81 7.7  

計 912 100.0  895 100.0  1060 100.0  

 

  

 

 

4.4 

2.6 

1.3 

11.5 

9.7 

9.9 

11.8 

11.2 

13.4 

15.9 

15.2 

14.7 

12.6 

11.8 

13.7 

13.1 

17.8 

21.4 

13.6 

16.3 

13.0 

9.4 

8.6 

5.8 

7.7 

6.8 

6.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和元年度

平成30年度

平成29年度

契約当事者年代別割合

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答

図 6 契約当事者年代別の割合 

表６ 
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★ 町別契約当事者年代別内訳 

 

  志免町 宇美町 須惠町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

20歳未満 12 12 5 7 9 2 47 

20歳代 33 19 15 32 17 6 122 

30歳代 35 17 16 33 14 10 125 

40歳代 36 33 21 57 18 4 169 

50歳代 28 30 17 33 20 5 133 

60歳代 40 28 26 24 12 9 139 

70歳代 45 25 38 18 11 7 144 

80歳以上 41 21 13 13 6 6 100 

無回答 15 13 10 11 9 23 81 

計 285 198 161 228 116 72 1060 

 

（2） 契約当事者の性別等  

 契約当事者の性別の割合は、女性による契約が 541件（51.0％）と全体の半数を超

え、男性による契約 481件（45.4％）を上回りました。 

 

 

性 別 件 数 構成比（％） 

男 性 481 45.4  

女 性 541 51.0  

団体等 27 2.5  

不明・無回答 11 1.1  

計 1060 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

図 8 契約当事者の性別割合 

 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

表 7 

表 8 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

男性

45.4％

女性

51.0％

団体等

2.5％

不明・無

回答

1.1％

契約当事者の性別割合

男 性 女 性 団体等 不明・無回答
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★ 町別契約当事者の性別内訳 

 

 
 志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

男性 147 88 67 99 48 32 481 

女性 133 105 89 123 64 27 541 

団体等 5 5 5 4 4 4 27 

無回答 0 0 0 2 0 9 11 

計 285 198 161 228 116 72 1060 
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志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

町別契約当事者の性別内訳

男性 女性 団体等 無回答 計

表 9 

図 9 町別契約当事者の性別件数 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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（３） 契約当事者の職業別 

相談者の申し出に従い、年金生活者の場合は「無職」「家事従事者」、アルバイトや

パートなど何らかの形で働いている場合は「給与生活者」に分類しています。「給与生

活者」が 422件（39.8％）と最も多く、続いて「家事従事者」229件（21.6％）、「無

職」227件（21.4％）の順になっています。学生 57件の内訳は小学生 4件、中学生 11

件、高校生 16件、大学・専門学校生 25件、不明 1件でした。 

 

 

職業別 件 数 構成比（％） 

給与生活者 422 39.8% 

自営・自由 46 4.3% 

家事従事者 229 21.6% 

学生 57 5.4% 

無職 227 21.4% 

相談窓口 0 0.0% 

行政 1 0.1% 

消費者団体 0 0.0% 

企業・団体 26 2.5% 

不明・無関係 52 4.9% 

計 1060 100.0% 

 

 

給与生活

者39.8%

自営・自由

4.3%

家事従事者

21.6%

学生

5.4%

無職

21.4%

相談窓口

0.0%

行政

0.1%

消費者団体

0.0% 企業・団体

2.5%
不明・無関係

4.9%

契約当事者職業別割合

表 10 

図 10 契約当事者の職業別割合 
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３．相談者の属性等 

（１） 相談者年代別 

相談者年代別では 40歳代が 194件（18.3％）と最も多く、続いて 60歳代 162件

（15.3％）、50歳代 161件（15.2％）の順になっています。 

 

 

  
平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 

20歳未満 1 0.1  5 0.6  11 1.0  

20歳代 70 7.7  67 7.5  89 8.4  

30歳代 125 13.7  103 11.5  134 12.6  

40歳代 160 17.5  154 17.2  194 18.3  

50歳代 141 15.5  142 15.9  161 15.2  

60歳代 199 21.8  170 19.0  162 15.3  

70歳代 110 12.1  154 17.2  152 14.3  

80歳以上 39 4.3  48 5.4  71 6.7  

無回答 67 7.3  52 5.8  86 8.2  

計 912 100.0  895 100.0  1060 100.0  

 

 

 

 

1.0 

0.6 

0.1 

8.4 

7.5 

7.7 

12.6 

11.5 

13.7 

18.3 

17.2 

17.5 

15.2 

15.9 

15.5 

15.3 

19.0 

21.8 

14.3 

17.2 

12.1 

6.7 

5.4 

4.3 

8.2 

5.8 

7.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和元年度

平成30年度

平成29年度

相談者年代別割合

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答

表 11 

図 11 相談者年代別の割合 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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（２） 相談者性別 

女性からの相談が 592件（55.8％）、男性からの相談が 424件（40.0％）となりまし

た。女性からの相談のうち 26.3％にあたる 156件は家族など契約者が本人以外の相談

でした。 

 

 

性 別 件 数 構成比（％） 

男 性 424 40.0 

女 性 592 55.8 

団体等 44 4.2 

不明・無回答 0 0.0 

計 1060 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

40.0%

女性

55.8%

団体等

4.2%
不明・無回答

0.0%

相談者性別割合

表 12 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

図 12 相談者性別割合 
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（３） 相談者職業別 

「給与生活者」が 440件（41.5％）と最も多く、続いて「家事従事者」265件

（25.0％）、「無職」205件（19.3％）の順になっています。「企業・団体」26件は、事

業者からの相談で、電話勧誘販売で高額な求人広告掲載の契約をしてしまった、通信

販売で注文したマスクが届かないなどの相談がありました。 

 

 

職業別 件 数 構成比（％） 

給与生活者 440 41.5 

自営・自由 56 5.3 

家事従事者 265 25.0 

学生 19 1.8 

無職 205 19.3 

相談窓口 0 0.0 

行政 18 1.7 

消費者団体 0 0.0 

企業・団体 26 2.5 

不明・無回答 31 2.9 

計 1060 100.0 

 

 

 

 

給与生活者

41.5%

自営・自由

5.3%

家事従事者

25.0%
学生

1.8%

無職

19.3%

相談窓口

0.0%

行政

1.7%

消費者団体

0.0%

企業・団体

2.5%

不明・無関係

2.9%

相談者職業別割合

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

表 13 

図 13 相談者職業別割合 
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４．商品・役務別状況（相談にかかわる商品・役務） 

（１） 相談にかかわる商品・役務 

相談内容が、「商品」か「役務（サービス）」か、消費者問題以外の「他の相談」か

についての大きな区分です。「役務（サービス）」が 549件（51.8％）に上り、「商品」

よりも上回りました。「他の相談」では、遺言や相続に関する問い合わせや、労働に関

する相談が目立ちました。 

 

 

区 分 件 数 構成比（％） 

商 品 466 44.0 

役 務 549 51.8 

他の相談 45 4.2 

計 1060 100.0 

 

 

 

 

 

 

商品

44.0%

役務

51.8%

他の相談

4.2%

商品・役務別割合

図 14 商品・役務別割合 

表 14 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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（２） 商品・役務別件数（大分類） 

全相談の中で「運輸・通信サービス」が 191件と最も多く、「役務」小計 549件の

34.8％に上りました。主に「デジタルコンテンツ」「インターネット接続回線」「携帯

電話サービス」などの相談でした。次に多かった「商品一般」は、「商品」小計 466件

中 100件（21.5％）に上りました。続いて多かった「金融・保険サービス」91件は主

に多重債務など借金に関する相談、「食料品」86件は主にダイエットや筋肉増強目的

の「健康食品」の購入に関する相談でした。 

 

 

商 品 件 数 役 務 件 数 

A.商品一般 100  K.クリーニング 6  

B.食料品 86  L.レンタル･リース･貸借 48  

C.住居品 30  M.工事･建築･加工 42  

D.光熱水品 22  N.修理･補修 10  

E.被服品 50  O.管理･保管 2  

F.保健衛生品 58  P.役務一般 1  

G.教養娯楽品 64  Q.金融･保険サービス 91  

H.車両･乗り物 29  R.運輸･通信サービス 191  

I.土地･建物･設備 27  S.教育サービス 1  

J.他の商品 0  T.教養･娯楽サービス 30  

商品 小計 466  U.保健･福祉サービス 64  

    V.他の役務 42  

Z.の相談 45 W.内職･副業･ねずみ講 8  

    X.他の行政サービス 13  

    役務 小計 549  

計 1,060  

 

 

 

 

表 15 
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（３） 相談の多かった商品・役務（上位５） 

順 位 商品・役務等 主な相談内容 件 数 

1 放送・デジタルコンテンツ等 

インターネットを通じて得られる情報サ

ービスに関する相談。（アダルト情報サ

イト、出会い系サイト、オンラインゲー

ム、音楽情報サイト、ギャンブル情報サ

イト等） 

108 

2 商品一般 

商品の相談であることは明確であるが分

類を特定できない、特定する必要のない

もの（身に覚えのない架空請求に関する

相談等） 

100 

3 健康食品 
いわゆる健康食品、ダイエット食品、栄

養補助食品等 
63 

4 不動産貸借 
土地。家屋等の賃貸借・使用貸借に関す

る相談 
48 

5 工事・建築・加工 
店舗での新築工事の契約や訪問販売によ

る塗装など家屋の修繕等 42 

 

★ 町別相談の多かった商品・役務（上位５） 

 

順 位 商品・役務等 
件 

数  

順 

位 
商品・役務等 

件 

数 

1 デジタルコンテンツ 26  1 デジタルコンテンツ 28 

2 商品一般 25  2 商品一般 26 

3 不動産貸借 17  3 健康食品 17 

4 健康食品 16  4 不動産貸借 15 

5 工事・建築・加工 15  5 インターネット通信サービス 9 

       

順 位 商品・役務等 
件 

数  

順 

位 
商品・役務等 

件 

数 

1 商品一般 22  1 デジタルコンテンツ 16 

2 デジタルコンテンツ 19  2 紳士・婦人洋服 8 

3 他の保健・福祉 16  3 役務その他 7 

4 健康食品 14  4 化粧品 6 

5 フリーローン・サラ金 11  5 商品一般 工事・建築・加工 5 

       

 

 
      

表 16 

宇美町 

志免町 

篠栗町 

粕屋町 
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順 位 商品・役務等 
件 

数 
    

1 商品一般 18     

2 デジタルコンテンツ 16     

3 健康食品 10     

4 携帯電話サービス 9     

5 インターネット通信サービス 8     

       

 

５．相談内容別の傾向    

（１） 内容別分類（複数回答項目） 

解約したいなどの「契約・解約」に関する相談、セールストークや販売手口に問題

のある「販売方法」に関する相談が多くありました。また通信販売による定期購入に

関する相談が増加し、その「表示・広告」についての相談が増加しました。 

 

    

 

内容別分類 件数 

安全・衛生 29 

品質・機能 121 

法規・基準 71 

価格・料金 230 

計量・量目 1 

表示・広告 163 

販売方法 586 

契約・解約 850 

接客対応 201 

包装・容器 2 

施設・設備 2 

買物相談 1 

生活知識 0 

その他・無回答 53 

 

図 15 内容別分類件数 

 
表 17 

（※１つの相談につき上限４項目付与） 
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６．契約購入金額及び既支払金額 

 

契約購入金額は総額約 5億 620万円となり、前年度の約 4億 2,190万円から 8,430

万円増加しました。センターへの相談前に何らかの支払いをしていた既支払金額の総

額は約 1億 5,680万円で、平均金額は約 30.5万円でした。 

 

 

  金額 件数 構成比（％） 

契
約
購
入
金
額 

～1000円未満 37 3.5% 

～1万円未満 89 8.4% 

～5万円未満 164 15.5% 

～10万円未満 46 4.3% 

～50万円未満 134 12.6% 

～100万円未満 43 4.1% 

～500万円未満 73 6.9% 

1億円未満 18 1.7% 

1億円以上 0 0.0% 

その他・不明 456 43.0% 

総件数 1060 100.0% 

総合計金額 506,297,486    

平均金額 838,240  506,297,486÷（1060-456） 

既
支
払
金
額 

件数 514   

総合計金額 156,859,404    

平均金額 305,173  156,859,404÷514 

 

表 18  
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表 19 （単位：円） 

７．救済対象金額と救済金額 

 

センターが行うあっせんや自主交渉の助言、クーリング・オフの助言などにより救

済された金額は約 5,922万円でした。救済対象金額約 8,081万円の約 73％となりまし

た。 

 

契約購入金額 救済対象金額 救済金額 

506,297,486 80,817,151 59,229,437 

 

※ 契約購入金額には、契約前の買物相談や多重債務相談の借金額など、救済対象

外の金額が含まれています。  

８．処理結果 

（１） 処理結果 

センターのあっせんの結果、何らかの解決がみられた「あっせん解決」は 193件で

した。あっせんにもかかわらず解決に至らなかった「あっせん不調」16件と、事業者

や相談者と連絡が取れなくなった等の「処理不能」11件を加えると、あっせんを行っ

た件数は 220件であっせん率は 25.2％となりました。 

あっせんに要した日数は平均約 13.5日で、中には 220日近くを要したケースもあり

ました。「あっせん不調」の処理に要した日数は平均約 53日でした。 

※ あっせん率の計算方法 

    220件（あっせん解決 193件＋あっせん不調 16件＋処理不能 11件） 

   873件（助言・自主交渉 659件＋あっせん解決 193件＋処理不要 21件） 

 

 

処理結果 センターでの対応  件数 

他機関紹介 業務外の労働相談などで他機関を紹介 32 

助言（自主交渉） クーリング・オフ方法の教示や自主交渉の仕方の助言 659 

その他情報提供 業務範囲内の相談で助言や情報を提供 128 

あっせん解決 あっせんの結果、解決が見られたもの 193 

あっせん不調 あっせんしたにも関わらず解決を見なかったもの 16 

処理不能 相談者や業者と連絡が取れなくなったなど 11 

処理不要 情報提供のみで相談者が処理を希望しなかったなど 21 

計   1060 

表 20  
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１．令和元年度出前講座 

 

NO 月  日 講座名 対象者 場  所 
参加 

人数 

1 
4月 12日(金)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座    

篠栗町金出区          

【いきいきサロン：高齢者】 
篠栗町金出公民館 15 

2 
4月 15日(月)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

 粕屋町乙仲原西区        
【ゆうゆうサロン：高齢者】 

粕屋町仲原西区公民館 43 

3 
4月 16日(火)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

 粕屋町江辻区        
【ゆうゆうサロン：高齢者】 

粕屋町江辻山区公民館 12 

4 
4月 17日(水)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町大隈区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町大隈公民区館 22 

5 
4月 18日(木)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町花ケ浦区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町花ケ浦区公民館 43 

6 
4月 19日(金)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町内橋１区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町内橋１区公民館 25 

7 
4月 22日(月)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町甲仲原区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町甲仲原区公民館 51 

8 
4月 23日(火)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町サンライフ区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 

粕屋町サンライフ区  

公民館 
21 

9 
4月 24日(水)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町原町区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町原町区公民館 19 

10 
4月 25日(木)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町長者原下区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 

粕屋町長者原下区 

公民館 
31 

11 
4月 26日(金)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町福祉センター          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町福祉センター 22 

12 
4月 27日(土)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町田富町内会          

【いきいきサロン：高齢者】 
志免町田富公民館 23 

13 
5月 7日(火)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町駕与丁区新町          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 

粕屋町           

駕与丁区新町集会所 
21 

14 
5月 8日(水)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町長戸区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町長戸区公民館 18 

15 
5月 9日(木)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町乙仲原東区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 

粕屋町 

乙仲原東区公民館 
21 

16 
5月 10日(金)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町内橋ニ区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町内橋ニ区公民館 15 

17 
5月 13日(月)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町上大隈区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町上大隈区公民館 30 

18 
5月 14日(火)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町戸原区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町戸原区公民館 19 
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NO 月  日 講座名 対象者 場  所 
参加 

人数 

19 
5月 15日(水)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町若宮区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町若宮区公民館 22 

20 
5月 16日(木)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町阿恵区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町阿恵区公民館 28 

21 
5月 16日(木)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町別府町内会            

【いきいきサロン：高齢者】 

志免町別府文化 

センター 
31 

22 
5月 17日(金)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町江辻区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町江辻区公民館 24 

23 
5月 21日(火)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町内橋三区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町内橋三区公民館 24 

24 
5月 22日(水)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座       

粕屋町長者原上区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町長者原上区公民館 23 

25 
5月 24日(金)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座    

粕屋町長者原中区          

【ゆうゆうサロン：高齢者】 
粕屋町長者原中区公民館 24 

26 
6月 6日(木)      

14:00～ 
消費者問題啓発講座       志免町手話の会 志免町シーメイト 22 

27 
6月 8日(土)      

10:00～ 
消 費 者 教 育         

志免町志免二町内会（青少年部）            

【親子体験（小・中学生】 
志免町                         

志免二コミュ二ティセンター 
29 

28 
6月 15日(土)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町成和町内会            

【いきいきサロン：高齢者】 
志免町成和一公民館 33 

29 
6月 20日(木)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座       

志免町南里一町内会            

【うきうきルーム：高齢者】 
志免町南里一公民館 23 

30 
6月 21日(金) 

13:55～    
消費者教育講演会                          

粕屋町立粕屋中学校            

【生徒：２・３年生】 
粕屋町粕屋中学校 482 

31 
6月 24日(月)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座       

宇美町炭焼３区            

【いきいきサロン：高齢者】 
宇美町炭焼３区公民館 24 

32 
7月 11日(木)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座        

宇美町柳原区            

【いきいきサロン：高齢者】 
宇美町柳原区生活館 21 

33 
7月 14日(日)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町王子八幡町内会            

【福祉研修会：高齢者】 

志免町               

王子八幡共同利用施設 
42 

34 
7月 21日(日)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町五町内会            

【いきいきサロン：高齢者】 
志免町志免五公民館 27 

35 
7月 24日(水)      

10:30～ 
消費者問題啓発講座         

志免町シルバー人材センター  

安全就業促進大会 

志免町シーメイト        

シーメイトホール 
102 

36 
7月 26日(金)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町別府一町内会            

【うきうきルーム：高齢者】 
志免町別府一公民館 21 

37 
7月 27日(土)      

10:00～ 
消 費 者 教 育             

須恵町工区すこやかコミュ二ティ

「夏休み親子チャレンジ教室」    
須恵町須恵第一小学校 113 

38 
7月 31日(水)      

14:30～ 
消費者問題啓発講座        

篠栗町シルバー人材センター    

安全就業促進大会 

篠栗町クリエイト         

２F研修室 
83 

39 
8月 21日(水)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座     

志免町福祉課         

【高齢者包括支援：認知症カフェ】 

志免町         

シーメイト２F工芸室 
22 

40 
9月 17日(火)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町鏡町内会            

【うきうきルーム：高齢者】 
志免町鏡共同利用施設 19 
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NO 月  日 講座名 対象者 場  所 
参加 

人数 

41 
9月 24日(火)      

13:30～ 
消費者問題啓発講座     

須恵町民生児童委員会          

【須恵町健康福祉課】 

須恵町地域活性化センタ-  

（オイコス） 
35 

42 
10月 16日(水)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町南里二町内会            

【うきうきルーム：高齢者】 
志免町南里二公民館 16 

43 
11月 7日(木)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町別府町内会            

【うきうきルーム：高齢者】 
志免町別府文化センター 21 

44 
11月 9日(土)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町成和町内会            

【高齢者】 
志免町成和公民館 40 

45 
11月 17日(日)      

11:30～ 
消 費 者 教 育              

志免町志免南小学校フェスタ            

【児童：3年～6年生】 
志免町志免南小学校 45 

46 
11月 29日(金)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座     

須恵町シニアクラブ連合会          

【健康福祉課】 

須恵町           

アザレアホール須恵   
223 

47 
1月 11日(土)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座        

 じゅく年塾                 

【 高齢者 】 
志免町生涯学習１号館                 15 

48 
1月 24日(金)      

13:00～ 
消費者問題啓発講座        

Create803            

【就労移行支援】 
宇美町 Create803                 24 

49 
1月 27日(月)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町松ヶ丘町内会            

【うきうきルーム：高齢者】 
志免町松ヶ丘集会所 20 

50 
2月 8日(土)      

19:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町東区町内会            

【組長会議】 
志免町東区社会会館 50 

51 
2月 12日(水)      

10:00～ 
消費者問題啓発講座        

志免町アネシス町内会            

【うきうきルーム：高齢者】 
志免町アネシス公民館 20 

合  計 2,199  
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～大学教授（福岡県立大学）による消費者教育講演会 【若者に多い消費者

トラブルと消費者の権利と責任について】～ 
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１．志免町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

○志免町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

平成 28年 3月 23日 

志免町条例第 5号 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、消費者安全法(平成 21年法律第 50号。以下「法」という。)第 10

条の 2第 1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理

に関する事項について定めるものとする。 

 

(名称及び住所等の公示) 

第 2条 町長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示

しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

(1) 消費生活センターの名称及び住所 

(2) 法第 8条第 2項第 1号及び第 2号の事務を行う日及び時間 

 

(消費生活センター長及び職員) 

第 3条 消費生活センターには、センター長及び事務を行うために必要な職員を置くもの

とする。 

 

(試験に合格した消費生活相談員の配置) 

第 4条 消費生活センターには、法第 10条の 3第 1項に規定する消費生活相談員資格試

験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成 26

年法律第 71号。以下「改正法」という。)附則第 3条の規定により合格した者とみなさ

れた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。 

 

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保) 

第 5条 町長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得して

いることに十分配慮し、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。 

 

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修) 

第 6条 町長は、消費生活センターにおいて法第 8条第 2項各号に掲げる事務に従事する

職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
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(情報の安全管理) 

第 7条 町長は、法第 8条第 2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、

滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものと

する。 

 

(委任) 

第 8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行前に、改正法第 2条の規定による改正前の法第 10条第 3項の規定によ

り公示した事項については、第 2条の規定による公示があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#e000000017
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２．かすや中南部広域消費生活センターの設置及び運営に関する規則 

 

○かすや中南部広域消費生活センターの設置及び運営に関する規則 

平成 27年 2月 16日 

志免町規則第 6号 

                         

(趣旨) 

第 1条 この規則は、志免町、宇美町、須恵町、粕屋町及び篠栗町の町民の消費生活に関

する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、か

すや中南部広域消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関して

必要な事項を定めるものとする。 

 

(名称及び位置) 

第 2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 かすや中南部広域消費生活センター 

位置 志免町志免中央一丁目 10番 10号 

 

(業務) 

第 3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。 

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。 

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。 

 

(開設日及び開設時間) 

第 4条 センターの開設日、開設時間及び相談時間は、次のとおりとする。ただし、志免

町の休日を定める条例(平成元年志免町条例第 12号)第 1条第 1項に規定する休日を除

くものとする。 

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。 

(2) 開設時間は、午前 9時 00分から午後 5時までとする。 

(3) 消費生活相談の相談時間は、午前 10時から午後 3時 30分までとする。 

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、開設日及び開

設時間を変更することができる。 

   一部改正〔令和 2年規則 2号〕 

 

(その他) 

第 5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

  一部改正〔令和 2年規則 2号〕 

附 則 

この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

  附 則（平成 30年 3月 28日規則第 7号） 

この規則は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

  附 則（令和 2年 1月 10日規則第 2号） 

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#e000000029
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000011.html?id=j1_k1
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000011.html?id=j1_k1
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#e000000042
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000


34 

 

３．平成 28年版消費者白書 ≪地方公共団体の様々な取組≫ 
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